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平成 29 年 2 月

平成 28 年度 平成 38 年度

１．事業概要

（１）

① 施　設

昭和５６年度（３５年）

平成２０年度（８年）

平成１７年度（１１年）

平成３年度（２５年）

平成１３年度（１５年）

平成８年度（２０年）

供用開始年度
（供用開始後年数）

○公共下水道

○小規模下水道

地方公営企業法
適用の有無

一文字処理区

尾津処理区

由宇処理区

周南処理区

広瀬処理区

門前町四丁目下水道

流域下水道等への
接続の有無

岩国市下水道事業経営戦略

岩国市

下水道事業

事業の現況

団 体 名 ：

事 業 名 ：

策 定 日 ：

～計 画 期 間 ：

財務規定適用（平成27年4月1日から）

山口県周南流域下水道へ接続（周南処理区）
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○公共下水道

○小規模下水道

○公共下水道

　４処理場

　　一文字終末処理場 （岩国市新港町二丁目７番）

　　岩国南せせらぎセンター （岩国市尾津町五丁目１０番）

　　由宇浄化センター （岩国市由宇町港三丁目１番）

　　広瀬浄化センター （岩国市錦町広瀬）

○小規模下水道

　１処理場（合併処理槽） （岩国市門前町四丁目７番）

５処理区（一文字、尾津、由宇、周南、広瀬）

1,221

処理区域内人口密度
（平成28年4月1日現在）

処理場数

由宇処理区

周南処理区

広瀬処理区

計

処理区数

126.3341

処理区域面積(ha)

21,292

6,504

処理区域内人口(人)

1,475

47,313

57.2

43.7

43.3

26.9

17.4

38.7

人口密度(人/ha)

一文字処理区 372

149

90

525

85

3,894

14,148

尾津処理区

2.7

処理区域内人口(人) 処理区域面積(ha)

理区に含まれます。

門前町四丁目土地区画
整理事業区域内

人口密度(人/ha)

※小規模下水道の処理区域である門前町四丁目土地区画整理事業区域内は、公共下水道の尾津処
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② 使　用　料

2,835 円 3,144 円

3,078 円 3,378 円

3,078 円 3,423 円

③ 組　織

条 例 上 の 使 用 料
（ ２ ０ ㎥ あ た り ）

５人

平成25年度

平成27年度

環境部

１６人

担当業務

下水道の計画、経営管理、使用料の賦課徴収、管路施設の建設及

び維持管理を行います。

処理場・ポンプ場の建設及び維持管理を行います。

所管処理区内の下水道施設の維持管理を行います。各総合支所 農林建設課

部名 課名

下水道課

　　　〃

損益勘定支弁職員

実質的な使用料
（２０㎥あたり）

平成25年度

平成26年度

平成27年度

172.8

34.0

事業運営組織

職員数

10㎥まで

下水道施設課

使用料体系の
概要・考え方

資本勘定支弁職員

１１人

10㎥を超え20㎥まで

基本料金（円）

計

平成26年度

10㎥まで 1,458

20㎥を超え50㎥まで

50㎥を超え100㎥まで

172.8

194.4

＜一般汚水における使用料（１ヶ月）＞

基本水量 基本料金（円）

使用料は基本料金と超過料金（従量使用料）からなっており、また、超過料金部分は使用量の増加

に応じて単価が高くなる累進制を採用しています。なお、公共下水道と小規模下水道は同じ使用料体

系を採用しています。

超過料金（1㎥につき）　（円）

162.0

基本水量 超過料金（1㎥につき）　（円）

10㎥を超え20㎥まで

216.0

20㎥を超え50㎥まで

50㎥を超えるもの

100㎥を超え1,000㎥まで

1,458

＜公衆浴場汚水における使用料（１ヶ月）＞

205.2

1,000㎥を超えるもの

162.0
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（２）民 間 活 力 の 活 用 等

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

○総務省通知（公営企業に係る「経営比較分析表」の策定及び公表について）による経営比較分析表

（補足事項）

２．経営の基本方針

民間活用の状況

終末処理場やポンプ場といった主要な下水道施設は、すべて民間委託により管理運営しています。

下水道は、市街地における雨水を速やかに排除し浸水を防ぐとともに、汚水を適正かつ効率的に排除することにより都市の

切に維持管理し、経営に関する情報を積極的に開示しながら事業を運営してゆく方針です。

施する必要があります。

このように、本市の下水道事業は今後も多額の建設投資を必要としている一方で、人口減少や水需要の減少といった社会

環境の変化に伴い使用料収入の伸び悩みも予想され、事業を取り巻く環境は厳しさを増すものと考えられます。

なお、尾津処理区の終末処理場（岩国南せせらぎセンター）は、包括的民間委託により管理運営して

います。

※「公共下水道事業」は、一文字処理区、尾津処理区、由宇処理区、周南処理区における下水道事業で、「特定環境保全

公共下水道事業」は、広瀬処理区における下水道事業です。

健全な発展と公衆衛生の向上に寄与し、また公共用水域の水質を保全し豊かな自然環境の維持に貢献する役割を果たすも

わせて計画的に行う必要があり、さらに、近年の集中豪雨等による浸水被害の軽減を図るため、雨水対策事業も積極的に実

こうした中、独立採算を基本原則とする公営企業として健全な経営を行うため、一層の経費節減に努め、事業用施設を適

のとして、市民生活に欠くことのできない都市基盤です。

本市の下水道事業は昭和26年に当初事業認可を受け、昭和56年に一文字処理区の供用を開始し、平成10年には尾津処

理区を追加し、平成18年の市町村合併により由宇処理区、周南処理区、広瀬処理区が追加となり現在に至っています。

平成27年度末における人口普及率約34％は全国平均及び県内平均を大きく下回っており、早急に未整備区域の整備を

進める必要があります。一方で、事業着手から50年以上が経過し施設の老朽化が顕在化してきており、老朽施設の更新もあ

※平成26年度までは、地方公営企業法の非適用企業です。

参考資料（別紙）のとおり
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３．投資・財政計画（収支計画）

別紙のとおり

①収支計画のうち投資についての説明

ア．未整備区域の整備について

　

○計画期間内における整備費見込み（表①-1）

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

1,374 1,734 1,387 1,361 1,319 1,511 1,585 1,414 1,296 1,201 1,501 1,601

0 0 0 25 766 800 700 700 700 900 500 0

1,374 1,734 1,387 1,386 2,085 2,311 2,285 2,114 1,996 2,101 2,001 1,601

※金額は税込みです。なお、H27・H28の管きょ整備には、錦見地区の雨水管整備費を含んでいます。

○各年度末の整備人口見込み（表①-2）
（人）

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

21,292 21,262 21,622 22,352 22,782 23,022 23,292 24,242 24,932 25,112 25,722 26,972

6,845 6,912 7,057 7,502 7,922 8,097 9,072 10,197 11,122 11,857 13,002 14,267

3,894 3,942 4,072 4,252 4,312 4,382 4,412 4,452 4,492 4,512 4,552 4,562

14,148 14,083 13,983 13,883 13,783 13,683 13,583 13,483 13,383 13,263 13,173 13,103

1,475 1,445 1,415 1,385 1,355 1,325 1,295 1,265 1,235 1,205 1,175 1,145

47,654 47,644 48,149 49,374 50,154 50,509 51,654 53,639 55,164 55,949 57,624 60,049

※尾津処理区には、門前４丁目の小規模下水道を含んでいます。

（１）投資・財政計画（収支計画）

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定に当たっての説明

平成27年度末における人口普及率（行政人口に対する下水道整備人口の割合）は約34％となっており、全国平均

（77.8％）・県内平均（64.3％）を大きく下回っています。

下水道事業の経営基盤強化のため、有収水量を確保し使用料収入を増やすことは重要な課題であり、積極的な下

水道整備により普及率の向上を図る必要があります。

計画期間内における下水道整備を表①-1のとおり予定しており、今後10年間で人口普及率を約15％向上させ、平

成38年度における人口普及率49％を目標（図①-1）としています。

管きょ新設

処理場等増設

（百万円）

H28～38
合計

15,910

5,091

21,001計

H28からの
増減

由宇処理区

周南処理区
（玖珂・周東）

広瀬処理区

計 12,405

一文字処理区

尾津処理区

5,710

7,355

620

△ 980

△ 300
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○人口普及率の見込み（図①-1）

※門前４丁目の小規模下水道を含んでいます。

イ．老朽化施設の改築・更新について

　

○計画期間内における改築・更新事業費見込み（表①-3）

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

51 59 83 105 76 50 46 55 55 50 50 50

139 485 509 0 0 0 0 0 0 0 0 0

331 167 177 656 325 100 200 300 400 300 400 800

521 711 769 761 401 150 246 355 455 350 450 850

※金額は税込みです。なお、事業費にはストックマネジメント計画策定経費や長寿命化計画策定経費を含みます。

3,825

5,498

処理場施設

方針です。

管きょ施設

ポンプ場施設

計

（百万円）

本市の下水道事業は、事業着手から50年以上が経過し、施設の老朽化が顕在化してきています。限られた財源の

中で新規整備とのバランスを取りながら、効率的に老朽化施設の改築・更新を実施してゆく必要があります。また、人

口減少など社会環境の変化に伴い使用料収入の減少も予想される中で、維持管理から改築更新まで戦略的な施設

マネジメントを行い、ライフサイクルコストの低減を図る必要があります。

994

H28～38
合計

679

下水道施設の老朽化への対応として、従来では、管路施設、ポンプ場施設、処理場施設など個々の施設ごとに老

朽化の状況を調査のうえ長寿命化計画を作成し、その計画に基づき改築・更新を実施してきましたが、今後は、下水

道事業全体を俯瞰しすべての施設を対象とした効率的なマネジメントを実施してゆくための計画「ストック・マネジメント

計画」を策定し、個々の施設ごとの維持管理や長寿命化への対応もこのストック・マネジメント計画に基づき実施する

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

岩国市 34.3% 34.7% 35.5% 36.9% 37.9% 38.7% 40.1% 42.1% 43.8% 44.9% 46.9% 49.4%

H27県平均 64.3% 64.3% 64.3% 64.3% 64.3% 64.3% 64.3% 64.3% 64.3% 64.3% 64.3% 64.3%

H27全国平均 77.8% 77.8% 77.8% 77.8% 77.8% 77.8% 77.8% 77.8% 77.8% 77.8% 77.8% 77.8%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

55.0%

60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

普及率の見込み 
岩国市 H27県平均 H27全国平均 
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ウ．防災・安全対策について

エ．建設投資全体について

提供するサービスに対して適正水準の施設資産を構築し維持してゆく方針です。

○計画期間内における全建設投資額の見込み（図①-2）

この金額の範囲内で、優先順位の高いものから可能な限り有利な財源による投資を行い、投資額の平準化を図り、

資をあわせた全建設投資の予定額を年間２１～２４億円前後としています（図①-2）。

にそうした危険のある路線はありませんが、事業着手からとりわけ多くの年数が経過し管きょの老朽化が進んでいる一

文字処理区と由宇処理区については、老朽化の状況を調査しすでに管路長寿命化計画を策定しています。本計画

に基づき、優先度の高いところから順次施設の更新を進めてきましたが、今後は、前述のストック・マネジメント計画に

ポンプ場施設や処理場施設についても、ストック・マネジメント計画に基づき計画的な施設更新を行い、防災・安全

の確保に努めてゆく方針です。

基づき引き続き施設の計画的な更新を行います。

下水道管きょ施設の老朽化により、道路陥没などの災害を引き起こす可能性があります。本市におきましては、直ち

本市全体の財政状況を鑑み、また企業債償還に係る将来負担の低減という観点も考慮し、新規投資と改築・更新投

※金額は税込みです。H27・H28の新規投資には、錦見地区の雨水管整備費を含んでいます。

1,374  

1,734  

1,387  1,386  

2,085  

2,311  2,285  
2,114  

1,996  
2,101  

2,001  

1,601  

521  

711  

769  761  

401  

150  246  

355  
455  

350  
450  

850  
1,895  

2,445  

2,156  2,147  

2,486  2,461  
2,531  

2,469  2,451  2,451  2,451  2,451  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

全建設投資額とその内訳 
新規投資 改築・更新投資 （百万円） 
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②収支計画のうち財源についての説明

ア．投資財源について

　

　

○国土交通省補助により建設投資を行った場合の財源構成（図②-1）

＜管きょ等の場合＞

下水道事業の建設投資は、通常、国庫補助金、企業債、受益者負担金などの外部資金に使用料収入を主な源泉と

する自己資金を加えて行われます（図②-1）。

　企業負担をできるだけ少なくするため、可能な限り国が実施する各種の補助事業（社会資本整備総合交付金など）に

より建設投資を行い、単独財源による建設投資は極力抑制する方針です。

なお、本市の下水道事業はいまだ普及率が低いこともあり、毎年度の利益により自己資金を確保できる状況ではない

ため、当面は一般会計からの出資により建設投資の財源を確保しますが、将来的には使用料収入を主な源泉とする留

国庫補助金

55％

企　業　債

40％

自己資金

5%

保利益により投資財源を確保できるよう経営状況の改善を図ってゆく必要があります。

（※）終末処理場の補助率は、水処理設備や汚泥処理設備な

どは55％（高率補助）ですが、一部施設について50％（低率補

助）となるものもあります。

国庫補助金

50％

＜終末処理場の場合（※）＞

企　業　債

45％

自己資金

5%
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○計画期間内における建設投資財源見込み（図②-2）

イ．企業債について

　

計画期間内における企業債の発行は原則として毎年度の償還額の範囲内とし、企業債残高を１９７億４千３００万円

（平成27年度末時点）から１７８億７千９００万円まで減少させる目標としています（図②-3）。

これにより、企業債残高のうち公費負担が予定されているものを除いた下水道整備人口1人あたりの企業債残高は、

１７万５千円（平成27年度末時点）から１２万６千円まで減少する見込みです（図②-4）。

　平成27年度末における下水道事業の企業債残高は、約１９７億４千３００万円となっています。

今後、下水道整備区域の拡大に伴い普及率の向上が見込まれますが、人口減少や水需要の減少といった社会環境

の変化を踏まえると、使用料収入が伸び悩むことも予想されます。そうした中で、健全な財政状態を保ち、安定的に事

業を運営してゆくため、将来の負担が過大とならないよう企業債残高の減少に努める必要があります。

※金額は税込みです。
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1,032  

803  
956  

1,245  1,236  1,241  1,201  1,187  1,212  1,172  1,164  

841  

1,062  

1,097  

977  

1,017  1,003  
1,064  

1,047  1,037  1,013  1,053  1,060  71  

121  

11  
23  

17  20  
21  

20  18  16  21  23  

172  

230  

245  191  

207  202  
205  

201  209  210  205  204  

1,895  

2,445  

2,156  2,147  

2,486  2,461  
2,531  

2,469  2,451  2,451  2,451  2,451  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

建設投資の財源見込み 
国庫補助金 企業債 受益者負担金 その他（自己資金） 

（百万円） 
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○計画期間内の各年度末における企業債残高見込み（図②-3）

※企業債残高のうち、合流式下水道の建設資金として借り入れたものについては、雨水：汚水＝６：４で試算しています。

○公費負担分を除いた下水道整備人口1人当たりの企業債残高（図②-4）

※企業債のうち約58％（平成27年度末残高に対する公費負担比率見込み）が公費負担されるものとして、次の計算式により見込んでいます。

　１人当たり残高　＝　（企業債残高－企業債残高×58％）÷整備済人口

15,379  15,245  15,244  15,086  15,060  15,012  14,944  14,822  14,719  14,624  14,580  14,431  

4,364  4,425  4,348  4,266  4,136  3,998  3,876  3,810  3,718  3,608  3,473  3,448  

19,743  19,670  19,592  19,352  19,196  19,010  18,820  18,632  18,437  18,232  18,053  17,879  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

22,000

24,000

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 

企業債残高の見込み 
汚水分 雨水分 

（百万円） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 

１人当たり残高 175 174 171 165 161 159 154 146 141 137 132 126

70

90

110

130

150

170

190

１人当たり企業債残高の見込み 
（千円） 
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ウ．下水道使用料について

　

(ⅰ)水洗化人口と有収水量の見込み

更なる向上を目指す必要があります。

○整備人口及び水洗化人口見込み（表②-1）

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

47,394 47,654 47,644 48,149 49,374 50,154 50,509 51,654 53,639 55,164 55,949 57,624

43,144 43,456 43,439 43,900 45,018 45,695 46,019 47,049 48,870 50,264 50,971 52,493

○有収水量の見込み（表②-2）

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

5,284 5,320 5,326 5,389 5,527 5,648 5,662 5,783 6,004 6,173 6,256 6,437

　水洗化人口

有収水量

（千㎥）

（人）

水洗化率（下水道接続人口／下水道整備人口）は、平成27年度末において約91％となっており、計画期間内の水

洗化率も概ね同率で推移するものと見込んでいますが、下水道事業の安定経営のため、有収水量の確保は重要な課

題であり、人口減少や水需要の減少など事業を取り巻く環境が変化する中で持続的に事業を運営してゆくためには、

下水道整備区域にお住まいの方には可能な限り速やかに下水道への接続をしていただくようお願いし、水洗化率の

9,970

H28からの
増減

　整備人口

立採算を基本原則とする公営企業として健全な経営を維持するための基礎となるものです。

使用料収入を安定的に確保するため、普及率の向上により有収水量の増加に努めるとともに、使用料体系・水準に

ついても、能率的な経営の下における適正なものとなるよう定期的に見直しを行う必要があります。

下水道整備による普及率の向上に伴い、水洗化人口（表②-1）及び有収水量（表②-2）は計画期間内において継続

的に増加します。

1,117

下水道使用料は、市民生活に不可欠なサービスである下水道を安定的に運営してゆくための重要な財源であり、独

9,037

H28からの
増減
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(ⅱ)使用料水準について

○使用料水準（２０㎥／月）の推移（合併以降）（表②-3）

H26 料金改定

2,338円 H19 旧岩国料金改定

Ｈ21

～

本来の形ですが、本市下水道事業は普及率がいまだ低いこともあり、使用料収入のみで使用料対象経費のすべては

賄えていない状況です。

普及率の向上により、そうした状況は徐々に改善してゆく見込みですが、使用料水準については収支の見込みや下

水道の利用状況など常に最新の情報を反映した適正なものとなるよう定期的に見直しを行い、必要に応じて改定を行

う方針です。

2,835円

3,078円

Ｈ25

Ｈ26

～

※金額は税込みです。県平均・全国平均は、平成26年度公営企業決算状況調査（総務省）による公共下水道事業（特定環境保全公共下水道事業

Ｈ19

～

Ｈ20

H26県平均　　 3,116円

H26全国平均　2,814円

H21 料金統一

2005.5円 2,730円 2,625円 3,000円

本市における使用料は基本料金と超過料金（従量料金）からなっており、現在の月額使用料（一般汚水20㎥あたり）

は税込みで３，０７８円（税抜き２，８５０円）です。使用料水準は定期的に改定を繰り返し、現在は、全国平均・山口県平

均と同程度の料金水準となっています（表②-3）。

独立採算を基本原則とする下水道事業は、使用料で賄うべき経費（使用料対象経費）のすべてを使用料で賄うことが

年度

Ｈ18

新岩国 旧岩国 旧由宇 旧周東・玖珂 旧錦

を含む）の平均です。

備　考
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(ⅲ)使用料対象経費の考え方について

○使用料対象経費の基本的な考え方

企業債元金償還金 減価償却費

企業債利子 企業債利子

(ⅳ)使用料収入と使用料対象経費について

維持管理費

資本費

今後、普及率の向上により使用料収入は継続的に増加する見込みです。また、下水道の整備に伴い固定資産の減

価償却費や維持管理費のうち特に処理水量に比例して発生する費用などが増加するため、全体としての使用料対象

経費も増加します（図②-5）。

なお、使用料対象経費のうちどれだけ使用料収入で賄えているかを示す「経費回収率」は、平成27年度決算では

式から発生主義による企業会計方式に移行しました。

官庁会計方式の場合 企業会計方式の場合

維持管理費

資本費

下水道事業の使用料対象経費は維持管理費と資本費の合計からなっていますが、企業会計方式への移行により、

資本費の対象は官庁会計方式における「企業債元金償還金と利子」から「減価償却費と利子」へ変わります。現在の

使用料体系は、財務規定適用前の官庁会計方式による収支情報を勘案して設定したものであり、今後は企業会計方

式による対象経費の考え方を採用した使用料体系を研究し、より適正な使用料設定に反映させてゆく方針です。

本市下水道事業は、平成27年度に地方公営企業法の財務規定を適用し、会計方式を現金主義による官庁会計方

74.7％でしたが、平成38年度には約85.0％まで上昇する見込みです（図②-6）。

－13－



※金額は税抜きです。

環境保全公共下水道を含む）の平均です。ただし、都道府県が運営する事業や供用開始前の事業などは除いています。

※県平均・全国平均は、平成26年度の公営企業決算状況調査（総務省）による統計数値で、地方公営企業法を適用している公共下水道事業（特定

○経費回収率の見込み（図②-6）

○使用料収入と使用料対象経費の見込み（図②-5）

838 843 844 854 876 895 898 917 952 978 991 1020 
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使用料収入と使用料対象経費の見込み 
使用料収入 維持管理費 資本費 

（百万円） 

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 

岩国市 74.7% 70.9% 77.7% 77.4% 79.1% 80.5% 80.4% 81.9% 84.5% 85.1% 84.6% 85.0%

H26県平均 108.0% 108.0% 108.0% 108.0% 108.0% 108.0% 108.0% 108.0% 108.0% 108.0% 108.0% 108.0%

H26全国平均 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6% 99.6%
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エ．一般会計からの繰入金について

　

(ⅰ)基準内繰入金について

(ⅱ)基準外繰入金について

測はできないため、平成27年度決算と同額で見込んでいます。

とりわけ、収益的収支に対する基準外繰入金は毎年度の損益計算における収益の不足額を埋めるものであり、本来

下水道整備の進捗による水洗化人口の増加に伴い使用料収入が増加することにより、基準外繰入金は継続的に減

少し、収益的収支に対するものと資本的収支に対するものの合計で約６億１千万円（平成27年度決算）から、約３億７

公営企業における独立採算とは、すべての経費をその収入（料金収入）のみで賄うという趣旨ではなく、性質上利用

者負担になじまない経費など一定の経費については一般会計等で負担すべきとされています。

下水道事業の場合も、例えば雨水処理に要する経費などは使用料により回収すべき性質のものではないため、全額

が一般会計からの繰出しにより賄われています。汚水処理経費についても、事業の実施による公共的利益という観点

などから、一定の枠内で一般会計からの繰出しによりその一部を賄うことが制度的に定められています。このような、利

用者負担になじまない経費として一般会計から下水道事業に対して繰出すこととされているものは、国が定める「繰出

基準」により明確に規定されており、使用料とともに事業運営のための大きな財源となっています。

公営企業の経営にあっては、使用料収入と繰出基準に基づく一般会計からの繰入金（基準内繰入金）によりその経

費のすべてを賄うことが本来の形です。ところが、本市の下水道事業はいまだ普及率が低いこともあり十分な使用料収

入が得られておらず、やむをえず繰出基準に基づかない一般会計からの繰入金（基準外繰入金）を受け入れることで

事業運営を維持している状況です。

基準内繰入金は、平成27年度決算で約１１億２００万円でしたが、平成38年度には約１１億１千４００万円と見込んで

経費別の内訳（図②-7）では、下水道整備の進捗により汚水処理施設に係る減価償却費は増加しますが、毎年度の

企業債の借入れを償還額の範囲内とすることで企業債の元利償還金は徐々に減少し、資本費全体としては毎年度概

ね同額の繰入れを見込んでいます。維持管理費に対する繰入金は、主に汚水処理経費のうちの人件費と雨水処理経

費を対象とするものですが、人件費は増減を見込んでおらず、雨水処理経費は雨水処理量によって増減し正確な予

おり、計画期間を通じて概ね同額で推移するものと見込んでいます。

千１００万円まで減少する見込みです（図②-9）。

使用料収入で回収すべき費用が回収できていない状況を示すものです。更なる経費節減と収入増加のための方策に

取り組み、繰入額の縮減に努めます。
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(ⅲ)繰入金全体について

○基準内繰入金の見込み（経費別）（図②-7）

○基準内繰入金の見込み（汚水・雨水別）（図②-8）

一般会計からの繰入金の全体額は、平成27年度決算で約１７億１千２００万円でしたが、平成38年度には約１４億８千

５００万円まで減少する見込みです（図②-10）。
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○基準外繰入金の見込み（図②-9）

○一般会計からの繰入金全体額の見込み（図②-10）
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1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 

一般会計からの繰入金全体額の見込み 
基準外繰入金 基準内繰入金 

（百万円） 
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③収支計画のうち投資以外の経費についての説明

ア．下水道事業の費用ついて

○平成27年度決算における費用構成（図③-1）

※端数処理により構成比率の合計は100%にならない場合があります。

下水道事業の費用は、維持管理費と資本費（減価償却費と企業債利子）の合計からなっていますが、平成27年度決

算における経常費用（営業費用と営業外費用の合計）の内訳は図③-1のとおりとなっています。左のグラフは損益計

算書に計上された経常費用全体額の内訳で、右のグラフは経常費用のうち使用料で回収すべき部分のみ（各費用の

全体額から、基準内繰入金や固定資産取得時の国庫補助金相当額など使用料により回収する必要のない部分を除

いた金額）の内訳です。減価償却費及び企業債利子については基準内繰入金などにより公費負担とされる部分も多

く、使用料対象経費の約半分を維持管理費が占めています。

費用の将来見込みもほぼ同様の構成比率で推移します（表③-1）。健全な事業運営を維持するため、常に効率的な

維持管理を意識し、経費節減に努めます。

減価償却費 
1,850  
62.5% 

維持管理費 
695  

23.5% 

利子 
416  

14.0% 

費用構成（Ｈ27決算） 

＜全体額＞ 

2,961  

中段：税抜き決算額（百万円） 

合計 

（減価償却費には、資産減耗費を含めています） 

減価償却費 
389  

34.7% 

維持管理費 
568  

50.7% 

利子 
164  

14.6% 

費用構成（Ｈ27決算） 

＜使用料対象経費のみ＞ 

合計 

中段：税抜き決算額（百万円） 

1,121  

（減価償却費には、資産減耗費を含めています） 
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○下水道事業費用の将来見込みと費用構成（表③-1）

（全体額）

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

695 755 757 760 766 765 767 776 790 800 807 819

(23.5%) (25.0%) (25.1%) (24.9%) (25.1%) (25.1%) (25.3%) (25.6%) (25.7%) (25.7%) (25.4%) (25.4%)

1,850 1,878 1,878 1,910 1,923 1,924 1,915 1,915 1,938 1,981 2,034 2,079

(62.5%) (62.1%) (62.2%) (62.7%) (62.9%) (63.1%) (63.1%) (63.1%) (63.2%) (63.5%) (64.1%) (64.4%)

416 391 384 377 368 361 353 346 340 337 333 331

(14.0%) (12.9%) (12.7%) (12.4%) (12.0%) (11.8%) (11.6%) (11.4%) (11.1%) (10.8%) (10.5%) (10.3%)

2,961 3,024 3,019 3,047 3,057 3,050 3,035 3,037 3,068 3,118 3,174 3,229

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

※金額は税抜きです。なお、減価償却費には、資産減耗費を含めています。

（使用料対象経費のみ）

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

568 627 629 632 638 637 639 649 662 672 679 691

(50.7%) (52.7%) (57.9%) (57.2%) (57.6%) (57.2%) (57.2%) (58.0%) (58.8%) (58.4%) (57.9%) (57.6%)

389 411 338 351 352 359 361 356 354 367 382 397

(34.7%) (34.6%) (31.1%) (31.8%) (31.8%) (32.3%) (32.3%) (31.8%) (31.4%) (31.9%) (32.6%) (33.1%)

164 151 119 121 117 117 117 114 110 111 111 112

(14.6%) (12.7%) (11.0%) (11.0%) (10.6%) (10.5%) (10.5%) (10.2%) (9.8%) (9.7%) (9.5%) (9.3%)

1,121 1,189 1,086 1,104 1,107 1,113 1,117 1,119 1,126 1,150 1,172 1,200

(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)

※金額は税抜きです。なお、減価償却費には、資産減耗費を含めています。

（百万円）

維持管理費

減価償却費

企業債利子

計

（百万円）

維持管理費

減価償却費

企業債利子

計
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イ．維持管理費について

○維持管理費の構成（表③-2）

(ⅰ)職員給与費について

　

管きょ費（管路施設の維持管理業務） １名

ポンプ場費（ポンプ場の維持管理業務） １名

処理場費（終末処理場の維持管理業務） ３名

総係費（一般管理業務及び料金徴収業務） ６名

１１名

（※）給料、手当、法定福利費の合計です。なお、通勤手当の消費税相当額を控除しています。

86,465千円

（※本市の下水道事業は地方公営企業法の組織規定を適用していないため、市一般職員が下水道事業の業務に従

事します。市の一般行政部局と下水道部局間で人事異動が行われ、給与体系は市一般職員と同じです。）

周南流域下水道に対する維持管理負担金

維持管理業務に従事する職員に対する基本給、諸手当、法定福利費

　経常費用のうちの維持管理費は、次のような費用から構成されています。

職員給与費

職員数

○職員数及び職員給与費の業務別内訳（表③-3）

職員給与費（※）

9,486千円

職員給与費以外

動力費

薬品費

修繕費

委託費

下水道施設（処理場・ポンプ場等）の運転に必要な電気代や燃料代

下水の処理に必要な各種薬品、水質試験用試薬などの購入費用

下水道施設（管きょ・処理場・ポンプ場など）の修繕費用

下水道施設の維持管理や汚泥処分など各種の委託費用

上記以外の費用

流域下水道
維持管理負担金

その他

平成27年度末現在、下水道事業に従事する職員のうち建設事業以外の業務に従事する職員数は11名です。今後、

下水道の普及率向上に伴い業務量の増加も予想されますが、市全体での職員数削減への取組みも踏まえ、計画期間

内における職員数は11名のまま据え置いています。常に業務の効率化を図り、適正な職員数で事業を運営します。

なお、職員給与費は給与改定や人事異動の影響も受け正確な将来予測が難しいため、平成28年度当初予算額と同

額で見込んでいます。

　職員数及び職員給与費の将来見込みにおける業務別の内訳は次のとおりです。

支出科目（従事業務）

計

6,967千円

23,364千円

46,648千円
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(ⅱ)動力費について

(ⅲ)薬品費について

り有利な価格での調達に努めています。

○薬品費の見込み（図③-3）

下水道整備の進捗による処理水量の増加に伴い薬品費も増加が見込まれます（図③-3）。動力費と同様、可能な限

下水道整備の進捗による処理水量の増加により動力費は増加する見込みです（図③-2）。燃料の市場価格等に大き

く左右される費用ですが、常に使用量と契約内容を検証し有利な価格での調達に努めています。

※金額は税抜きです。なお、尾津処理区の岩国南せせらぎセンターは「包括的民間委託」により施設を運営しているため、市が直接薬品購入を行い
ません。

※金額は税抜きです。

○動力費の見込み（図③-2）

67,190 
72,698 72,827 73,223 73,933 74,706 74,957 75,982 77,397 78,503 79,220 80,492 

10,074  

12,931  13,013  13,219  13,764  14,361  14,512  15,062  15,838  16,473  16,906  17,669  

77,264  

85,629  85,840  86,442  87,697  89,067  89,469  91,044  
93,235  94,976  96,126  

98,161  

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 

動力費の見込み 
管きょ・ポンプ場費 処理場費 

（千円） （千円） 

4,290 4,292 4,290 4,321 4,386 4,423 4,444 4,468 4,551 4,612 4,628 4,681 

2,520  2,593  2,625  2,711  2,829  2,869  2,915  2,935  2,962  2,988  3,001  3,028  

745  731  716  702  
687  673  658  644  630  615  601  586  7,555  7,616  7,631  7,734  7,902  7,965  8,017  8,047  8,143  8,215  8,230  8,295  

0

2000

4000

6000

8000

10000

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 

薬品費の見込み 
広瀬浄化センター 

由宇浄化センター 

一文字終末処理場 

（千円） （千円） 

－21－



○修繕費の過去３ヵ年実績（表③-4）

管きょ

ポンプ場

処理場

※金額は税抜きです。なお、処理場には小規模下水道分を含んでいます。

※金額は税抜きです。なお、処理場には小規模下水道分を含んでいます。

「①収支計画のうち投資についての説明」の項でも触れたとおり、下水道施設の効率的なマネジメントを行うため、「ス

トック・マネジメント計画」の策定を予定しています。本計画にしたがい下水道施設を効率的に管理し、修繕費を含めた

施設のライフサイクルコストの低減を図ります。

費用です。過去３ヵ年（平成25年度～平成27年度）における支出額の平均により将来費用を見込んでいます（表③-4）。

9,183

○委託費の見込み（図③-4）

10,219

26,122

52,635

(ⅴ)委託費について

8,313

26,455

43,951

15,282

8,901

25,824

50,007

13,442

26,085

63,942合計

（千円）

管きょ、ポンプ場、処理場など下水道施設の修繕の必要に応じて、小規模な修理工事や部品の取替えを行うための

Ｈ27
決算額

Ｈ25
決算額

24,415 16,294

Ｈ26
決算額

３ヵ年平均

(ⅳ)修繕費について

下水道事業の業務の多くは民間委託により行っています。処理場・ポンプ場など下水道施設の維持管理や保守点検

など固定的に発生する費用のほか、脱水汚泥の処分業務など処理水量の多少によって変動的に発生する費用があり

ます。下水道整備の進捗に伴う処理水量の増加により、委託費の全体は増加する見込みです（図③-4）。業務の委託

にあたっては常に契約内容を検証し、適正価格での委託に努めています。

254,126  256,549  257,788  260,633  266,465  268,460  270,476  278,401  289,011  297,519  303,376  313,387  

30,000  30,007  29,999  30,091  30,276  30,385  30,446  
30,515  

30,755  
30,931  30,976  

31,131  

27,303  21,603  22,920  22,920  22,920  22,920  22,920  
22,920  

22,920  
22,920  22,920  

22,920  

311,429  308,159  310,707  313,644  319,661  321,765  323,842  
331,836  

342,686  
351,370  357,272  

367,438  

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

委託費の見込み 
管きょ・その他 ポンプ場 処理場 

（千円） 
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○周南処理区の水洗化人口、汚水量、維持管理負担金の見込み（表③-5）

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

12,541 12,586 12,528 12,439 12,350 12,261 12,172 12,083 11,994 11,905 11,799 11,719

2,035 2,040 2,033 2,023 2,012 2,002 1,992 1,981 1,971 1,961 1,948 1,939

108 156 156 155 153 151 150 149 148 147 146 146

(ⅵ)流域下水道維持管理負担金について

H28からの
増減

△ 867

△ 101

△ 10

(ⅶ)民間活力の活用について

水洗化人口
（人）

汚水量
（千㎥）

負担金
（百万円）

周南処理区（玖珂・周東）は単独の終末処理場を所有しておらず、同処理区から生じる汚水は山口県が運営する周

南流域下水道の周南浄化センター（光市大字浅江）で処理されます。周南流域下水道の維持管理費は、岩国市、光

市、周南市の３市がそれぞれの汚水量などに応じてその費用の一部を負担しています。

は徐々に減少するものと見込んでいます（表③-5）。

玖珂地区の下水道整備が概ね終了していることもあり、水洗化人口の自然減による汚水量の減少に伴い負担金の額

下水道事業は、多くの業務を民間委託により実施しています。処理場・ポンプ場の維持管理はすべて民間委託して

おり、尾津処理区の岩国南せせらぎセンターは、「包括的民間委託（※）」により運営しています。今後も、民間活力の

更なる活用について常にその可能性を検討し、効率的な事業運営につなげてゆく方針です。

（※包括的民間委託とは、民間業者に対して施設管理に「一定の性能」（放流水質等）の確保を条件として課す一方

で、運転管理については資材等の調達も含めて民間業者の自由な裁量に任せることで、業務の効率化と維持管理費

の削減を図るものです。）
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ウ．減価償却費について

管きょ、桝、人孔など

マンホールポンプなど

施設建屋など

流入渠、放流渠など

ポンプ設備、受変電設備など

施設建屋など

沈殿施設、反応タンク施設など

沈砂設備、汚泥脱水機など

エ．利子（企業債利子）について

○企業債残高の利率別内訳（表③-7）

○主要な固定資産の耐用年数（表③-6）

施設名

利率は年２％として見込んでいます。

す。平成27年度末における企業債残高の利率別内訳は表③-7のとおりとなっており、今後新たに借り入れる企業債の

（百万円）

建物

構築物

機械及び装置

処理場施設

　減価償却費は、表③-1で示したとおり下水道整備の進捗に伴う固定資産の増加により徐々に増加します。

　なお、減価償却費の算定に使用した主要な固定資産の耐用年数は表③-6のとおりです。

「①収支計画のうち投資についての説明」の項でも記載したとおり、ストック・マネジメント計画に従い効率的な施設管

理と投資を行い減価償却費も含めたライフサイクルコストの低減を図る方針です。

８～５０年

１０～５０年

６～３０年

８～５０年

１０～５０年

６～３５年

耐用年数 該当資産の例

建設投資の際に借り入れる企業債の利子支払額は、近年における低金利の状況もあって徐々に減少する見込みで

管路施設

資産分類

構築物

機械及び装置

５０年

１０～２０年

ポンプ場施設

建物

構築物

機械及び装置

利率 残高

1,191

7,943

8,744

723

862

280

19,743

１％未満

１～２％未満

２～３％未満

３～４％未満

４～５％未満

５～６％未満

計
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○汚水処理原価と維持管理原価の見込み（表③-8）

H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

212.2 223.5 204.0 204.9 200.3 197.1 197.3 193.5 187.6 186.3 187.4 186.5

107.5 117.9 118.1 117.3 115.5 112.8 112.9 112.3 110.3 108.9 108.6 107.4

オ．汚水処理原価と維持管理原価について

H28からの
増減

△ 37.0

△ 10.5

汚水処理原価（使用料対象経費/有収水量）と維持管理原価（使用料対象経費のうち維持管理費のみ/有収水量）

の見込みは表③-8のとおりです。維持管理の効率化と経費節減に取り組み、原価低減を目指します。

汚水処理原価

維持管理原価

（円／㎥）
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４．経営戦略の事後検証、更新等に関する事項

の指標については重点的に検証を行います。

このたび策定した経営戦略は、毎年度進捗管理（モニタリング）を行い実施状況について評価・検証を行うとともに、３

～５年ごとに見直し（ローリング）を行います。

見直しにあたっては、「投資・財政計画（収支計画）」と実績との乖離を検証し、ＰＤＣＡサイクル（Plan<計画>－Do<実

行>－Check<評価>－Action<改善>）を活用します。また、最新の情報により事業を取り巻く環境の変化を把握したうえ

で将来予測を更新し、必要に応じて経営健全化のための新たな取り組みを検討します。

繰出基準によらない一般会計からの繰入金が多額となっている状況を踏まえ、進捗管理及び見直しにあたって以下

○重点的に検証を要する指標

人口普及率

1人当たり企業債残高

経費回収率

指標 説明

下水道整備人口／行政人口

企業債残高（公費負担を除く）／下水道整備人口

使用料収益／使用料対象経費 74.7%

汚水処理原価

維持管理原価 107.5円

356,738千円

212.2円

平成38年度
（計画）

49.4%

126千円

平成27年度
（実績）

34.3%

175千円

85.0%

107.4円

178,187千円
基準外繰入金
（収益的収支分）

186.5円使用料対象経費／有収水量

使用料対象経費のうち維持管理費／有収水量

収益的支出に充てられる基準外繰入金

－26－


